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適正な公共施設の面積は

議論を行う時期にあるA.着手に向けて検討する
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地
籍
調
査
は
、
国
土
調
査
法
に

基
づ
い
て
行
わ
れ
る
土
地
の
調
査

で
、一
筆
ご
と
の
土
地
の
所
有
者
、

地
番
、
地
目
を
調
査
し
、
境
界
の

位
置
と
面
積
を
測
量
す
る
調
査
で

あ
る
。

　

南
海
ト
ラ
フ
地
震
は
30
年
以
内

に
、
70
～
80
％
の
確
率
で
発
生
す

る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。
地
籍
調

査
を
し
て
い
な
い
と
、
災
害
復
旧

に
遅
れ
が
生
じ
る
。
地
籍
調
査
は

重
要
で
あ
り
、
町
民
の
皆
さ
ま
に

理
解
を
求
め
、
調
査
を
進
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
豊
山
町
は
、
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

Q
豊
山
町
の
地
籍
調
査
進
捗
率

は
０
％
で
あ
り
、
調
査
は
未

着
手
状
態
で
あ
る
。

　

近
隣
他
市
町
の
進
捗
率
は
、
北

名
古
屋
市
は
49
％
、
清
須
市
は
８

％
、
春
日
井
市
は
14
％
、
小
牧
市

は
14
％
、
名
古
屋
市
は
７
％
で
あ

る
。
な
ぜ
、
豊
山
町
は
０
％
な
の

か
。A

産
業
建
設
部
長

地
籍
調
査
が
進
ま
な
い
一
般

的
な
要
因
と
し
て
は
、地
籍
調
査
の

必
要
性
や
効
果
が
住
民
に
十
分
理

解
さ
れ
ず
、調
査
に
向
け
た
機
運
が

高
ま
ら
な
い
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

る
。
本
町
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う

な
背
景
か
ら
地
籍
調
査
が
進
ん
で

い
な
い
状
況
と
考
え
て
い
る
。

Q
地
籍
調
査
の
必
要
性
と
実
施

に
つ
い
て
の
考
え
は
。

A
産
業
建
設
部
長

地
籍
調
査
の
必
要
性
や
メ
リ

ッ
ト
と
し
て
は
、
公
共
事
業
の
円

滑
化
、
災
害
後
の
早
期
復
旧
、
課

税
の
適
正
化
・
公
平
化
、
土
地
取

引
の
円
滑
化
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

る
。
現
在
、
本
町
で
は
、
直
近
で

地
籍
調
査
の
実
施
予
定
は
な
い

が
、
地
籍
調
査
の
成
果
と
同
様
の

取
り
扱
い
が
で
き
る
国
土
調
査
法

第
19
条
第
５
項
の
指
定
制
度
の
活

用
を
検
討
し
て
い
る
。

Q
平
成
23
年
度
に
策
定
し
た
豊

山
町
地
籍
調
査
事
業
計
画
か

ら
約
14
年
経
過
し
て
い
る
。
現
在

の
進
捗
状
況
は
。

A
産
業
建
設
部
長

計
画
で
は
空
港
敷
地
な
ど
を

除
く
、
３
．
83
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
を
町
の
目
標
調
査
面
積
と
定
め

て
い
る
。
現
在
ま
で
地
籍
調
査
の

実
績
は
無
い
。

Q
地
籍
調
査
に
は
経
費
が
か
か

る
。
土
地
の
所
有
者
に
は
経

費
が
か
か
ら
な
い
と
理
解
し
て
い

い
の
か
。

A
産
業
建
設
部
長

地
籍
調
査
を
実
施
す
る
た
め

の
経
費
は
、
国
、
県
、
市
町
村
で
負

担
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
土
地
所

有
者
の
費
用
負
担
は
な
い
。
た
だ

し
、土
地
境
界
の
立
ち
合
い
に
係
る

交
通
費
は
自
己
負
担
と
な
る
。

Q
今
後
の
地
籍
調
査
実
施
に
つ

い
て
の
町
長
の
考
え
は
。

A
町
長

現
在
、
本
町
の
地
籍
調
査
の

進
捗
率
が
０
％
で
あ
る
と
い
う
実

情
を
踏
ま
え
、
今
後
、
地
権
者
で

あ
る
町
民
の
皆
さ
ま
の
ご
意
向
も

お
聞
き
し
な
が
ら
、
地
籍
調
査
の

着
手
に
向
け
て
検
討
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
ま
ず
は
愛
知

県
基
幹
的
広
域
防
災
拠
点
と
豊
山

町
臨
空
第
２
公
園
の
整
備
に
合
わ

せ
て
、
国
土
調
査
法
第
19
条
第
５

項
の
指
定
制
度
を
活
用
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
指
定
制
度
の
活
用
に
際

し
て
は
、
愛
知
県
と
密
に
連
携
を

図
る
と
と
も
に
、
国
の
補
助
メ
ニ

ュ
ー
を
最
大
限
に
活
用
し
、
土
地

の
測
量
や
調
査
に
係
る
町
の
費
用

負
担
の
軽
減
に
取
り
組
ん
で
ま
い

る
。
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